
広陵町自治基本条例推進会議委員公募選考基準 

 

１ 選考は、広陵町自治基本条例推進会議委員審査委員会（以下「委員会」という。）

において行う。 

２ 書類審査は、委員会委員が応募者の小論文を審査し、各評価項目について評価基準

により採点する。 

３ 小論文の採点結果を基に、上位５名程度の公募委員を選考する。なお、公募委員と

して選考できる基準は、原則として、小論文の採点結果の平均点が６０点以上の者と

する。 

 

評価項目 内容 配点 

熱意・意欲 委員として参加する熱意や意欲が感じられるか。 ２０ 

構成力 論旨が首尾一貫しており、分かりやすいか。 ２０ 

認識・理解度 社会状況や本町の状況を理解しているか。 ２０ 

地域住民性 本町の住民としての視点を有し、建設的な意見を 

有しているか。 

２０ 

適任性 委員としての責務を自覚し、委員会において自ら 

の意見を述べることが期待できるか。 

２０ 

合計  １００ 

 

評価基準（目安） 

とても良い ２０点 

良い １５点 

普通 １０点 

やや不適 ５点 

不適 ０点 

 


